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株　主　総　会 労　働　者 

（議　長） 
監　査　役　会 

（社　長） 
取　締　役　会 

任免 

任免 

（注）実線枠は法定の機関，破線枠は任意の機関 
（出所）寺本義也編著「日本企業のコーポレートガバナンス」 
 生産性出版，36頁 

図1　ドイツ企業のガバナンス機構 
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（注）実線枠は法定の機関，破線枠は任意の機関 
（出所）前掲書，33頁 

図2　日本企業のガバナンス機構 
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（注）実線枠は法定の機関，破線枠は任意の機関 
（出所）前掲書，18頁 

図3　米国企業のガバナンス機構 

株  主  総  会 

（会長） 
取締役会 

（ＣＥＯ） 
業務執行委員会 

任免 

任免 

監視 

任免 

監督 業
務
執
行 

監査委員会 

取締役候補指名委員会 

役員報酬委員会 



表1　ジョンソン・エンド・ジョンソンの信条 

 

我々の第一の責任は，我々の製品およびサービスを使用してくれる医師，看護婦，患者，そして母親，父親をはじめと

する，すべての消費者に対するものであると確信する。 

消費者一人一人のニーズに応えるにあたり，我々の行うすべての活動は質的に高い水準のものでなければならない。 

顧客からの注文には，迅速かつ正確に応えなければならない。 

我々の取引先には，適正な利益をあげる機会を提供しなければならない。 
 

我々の第二の責任は，全社員――世界中で共に働く男性も女性も――に対するものである。 

社員一人一人は個人として尊重され，その尊厳と価値が認められなければならない。 

社員は安心して仕事に従事できなければならない。 

待遇は公正かつ適正でなければならず，働く環境は清潔で，整理整頓され，かつ安全でなければならない。社員が家族

に対する責任を充分果たすことができるよう配慮しなければならない。社員の提案，苦情が自由にできる環境でなければ

ならない。 

能力のある人々には，雇用，能力開発および昇進の機会が平等に与えられなければならない。 

我々は有能な管理者を任命しなければならない。そして，その行動は公正かつ道義にかなったものでなければならない。 
 

我々の第三の責任は，我々が生活し，働いている地域社会，更には全世界の共同社会に対するものである。我々は良き

市民として有益な社会事業および福祉に貢献し，適切な租税を負担しなければならない。 

我々の社会の発展，健康の増進，教育の改善に寄与する活動に参画しなければならない。我々が使用する施設を常に良

好な状態に保ち，環境と資源の保護に努めなければならない。 
 

我々の第四の，そして最後の責任は，会社の株主に対するものである。事業は健全な利益を生まなければならない。我

々は新しい考えを試みなければならない。 

研究開発は継続され，革新的な企画は開発され，失敗は償われなければならない。新しい設備を購入し，新しい施設を

整備し，新しい製品を市場に導入しなければならない。 

逆境の時に備えて蓄積を行わなければならない。 

これらすべての原則が実行されてはじめて，株主は正当な報酬を享受することができものと確信する。 

 

ジョンソン・エンド・ジョンソン 

（日本語訳） 
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（出所）「企業白書」（第12回）経済同友会，1996年，95頁 

図4　ステークホルダーとの関係について（全体）
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Ａ　旧来の経営管理（クローズ型） B　新しい経営管理（オープン型） 

行政機関 

業界団体 地域社会 従業員 

供給 
団体 顧客 

株主 市民団体 行政機関 株主 市民団体 

供給団体 顧客 

業界団体 従業員 地域社会 

企
　
業 

企
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貫井陵雄『企業経営と倫理監査』同文館出版，2002年，43頁 

図5　企業とステークホルダーの関係 
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コー円卓会議 

（94年3月） 

中村瑞穂による分類（『経営倫理』No3） 

課　題 価値通念 具体的な内容 

1）顧　客 2）消費者 誠　　実 ○良心的な製造， 開発， 財やサービスの提供 
●有害・欠陥商品， 虚偽・誇大広告， 悪徳商
法 

2）従業員 4）従業員 尊　　厳 ○働きやすく， 自己規律のある人材， 人権尊重 
●労働災害， 過労死， 雇用差別， プライバシー
侵害， セクシャルハラスメント， 職業病， いじ
め 

3）投資家 3）投資家 公　　正 ○トランスペアレンシーの確保， ディスクロージャー 
●インサイダー取引， 利益供与， 損失補填，相
場操縦， 粉飾決算 

4）仕入先 　─ 公　　正 ○対等で公正な取引 
●外注先・下請企業・系列会社等への強制 

5）競争相手 1）競　争 公　　正 ○公正な競争 
●カルテル， 談合， 取引先制限， 市場分割， 不
当廉売， 知的財産権等の侵害， 企業秘密保
持， 贈収賄 

6）地域社会 5）地域社会 企業市民 ○地域社会との共存共栄 
●産業災害・公害， 産業廃棄物， 不法投棄， 
計画倒産， 不当工場閉鎖 

　─ 6）政　府 厳　　正 ○法律遵守 
●脱税， 贈収賄， 不正政治献金， 虚偽報告，
報告義務違反， 公務員倫理法違反 

　─ 7）国　際 協　　調 ○グローバル・スタンダードの遵守と異文化の
容認 

●租税回避， ソーシャル・ダンピング， 資金洗浄， 
多国籍企業の問題行動 

　─ 8）地域環境 共　　生 ○環境保護への配慮 
●環境汚染， 自然破壊， 動物虐待 

表2　ステークホルダーへの課題 

（出所）前掲書，47頁 
 （表は中村瑞穂による分類より編成したもの） 
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